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入学しない大学に納付する入学料に関するアンケート結果 

 

令和７年 12 月 

高等教育局私学部私学行政課 

 

◎アンケート概要 

（１）アンケート目的 

入学しない大学に納付する入学料の負担軽減に向けた取組状況を把握するとともに、具体的な取

組事例について、大学の参考となるよう周知を図る等、大学の取組に資するために行うもの。 

（２）アンケート時点 

令和７年 11 月末 

（３）アンケート項目 

・「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減等について」（令和 7 年 6 月 26 日付け文部

科学省高等教育局私学部長通知）を踏まえた大学の対応状況 

・負担軽減を進めるにあたっての課題 等 

（４）アンケート対象 

令和８年度入学者選抜を実施する全ての私立大学（大学院大学を除く） 

※私立大学 604 校、私立短期大学 2３２校 計 8３６校 

 

◎アンケート結果 
 

１. 入学しない学生の納付する入学料に係る負担軽減策の対応状況 

①令和８年度入学者選抜で対応することとした 8３ 
②令和９年度入学者選抜から対応する予定（対応内容検討中を含む） 39 
③対応する方向で検討中（時期未定） 8８ 
④既に最低限の事務手数料等の金額設定としているため、追加的な負担軽

減策は講じていない 3２ 

⑤専願がほとんどであり入学しない学生からの入学料納付の実績がない（仮
に該当する学生が生じた場合は個別に対応する予定） 6１ 

⑥対応するか否か対応方針を検討中 35７ 
⑦現時点で対応する予定はない 1７６ 
合計 836 

 

２． 令和８年度入学者選抜における具体的な対応状況 1.で①を回答した 83 大学が回答（複数回答可） 

①経済的に困難な学生への特段の配慮を行うこととした 17 
②入学料の納付後、入学辞退の意思表示の時期によって、入学料の全部また

は一部を返還する等の対応を行うこととした（２月下旬までに辞退した場合と
３月下旬までに辞退した場合に返還額の差を設けるなど、いくつかの時期に
応じて返還額に差を設ける等の場合を含む。） 

2５ 
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③合格者の決定発表後に、入学料の一部を納付することとし、年度内など一定
の時期までに残余の額を納付する等の対応を行うこととした、 ７ 

④入学料の納付期限を後ろ倒しにする等の対応を行うこととした ３９ 
⑤入学しない学生の納付する入学料に係る負担軽減の観点からも、入学料の

引き下げを行うこととした 15 

⑥ その他 ２ 

 

（1）負担軽減策の具体例 1.で①を回答した 83 大学が回答 

【「①経済的に困難な学生への特段の配慮を行うこととした」の具体例】 

○高等教育の修学支援新制度の予約採用者については、併願可能な入試区分において、3 月 27

日までに入学辞退を申し出た場合には、入学料の全額を返還することとした。 

○高等教育の修学支援新制度の予約採用者については、入学料の納入の猶予を認めることとし

た。 

○併願可能な入試区分において、入学辞退者が住民税非課税世帯の場合は、入学料の全額を返

還することとした。 

○収入要件等をもとに採用者を決定する大学独自の給付型奨学金について、当該奨学金の採用

者が入学しなかった場合に納付済みの入学料の全額を返還することとした。 

○大学独自の出願時奨学金（入学料の免除等）の収入要件を緩和し、一般選抜については同奨

学金の採用枠を無制限とした。 

 

＜「①経済的に困難な学生への特段の配慮を行うこととした」大学が対象とした範囲について該

当するもの＞   ２.で①を回答した 17 大学が回答 

大学が定める基準に該当する経済的に困難な者への特段の配慮を行った 3 

国による経済的支援の枠組みに準じて経済的に困難な者への特段の配

慮を行った 

12 

その他 2 

合計 17 

 

【「②入学料の納付後、入学辞退の意思表示の時期によって、入学料の全部または一部を返還す

る等の対応を行うこととした（２月下旬までに辞退した場合と３月下旬までに辞退した場合に返還

額の差を設けるなど、いくつかの時期に応じて返還額に差を設ける等の場合を含む。）」の具体例】 

○併願可能な入試区分の合格者で、所定の入学手続を完了した後、３月 31 日までに入学辞退を

した場合は、事務手数料 5,000 円と振込手数料を差し引いた入学料を返還することとした。 

○国公立大学合格者に対して、３月 31 日までに入学辞退を申し出た場合には、入学料の全額を

返還することとした。 

 

【「③合格者の決定発表後に、入学料の一部を納付することとし、年度内など一定の時期までに残

余の額を納付する等の対応を行うこととした」の具体例】 

○合格発表後、1 次手続として入学金の半額、2 次手続として残り半分を納入させ 2 次手続後に

辞退をした場合は入学金の半分は返還することとしている（例えば、一般選抜前期日程について

は、２月下旬に 1 次手続、3 月中旬に 2 次手続の締切を設定。）。 

○総合型選抜（併願制）等の合格者に対し、一次手続として入学申込金の一部（5 万円）を納入、
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2 月までに二次手続として入学申込金の残額（18 万円）と春学期授業料を納入するという対応

を行うこととした。 

 

【「④入学料の納付期限を後ろ倒しにする等の対応を行うこととした」の具体例】 

○一般選抜並びに大学入学共通テスト利用選抜（前期日程）において、国公立大学との併願者に

限り、国公立大学前期日程合格発表日以降まで入学料の納付期限を延期することを可能とする

こととした。 

○他大学の併願等により、各入試区分で定められた入学手続期限までに入学料を納付することが

難しい受験生については、延納願の提出により、各学部の一般選抜の後期日程の最終手続締切

日（３月 17 日）を納付期限とする対応を取ることとしている。 

 

【「⑤ 入学しない学生の納付する入学料に係る負担軽減の観点からも、入学料の引き下げを行う

こととした」の具体例】 

○入学料を引き下げることとした（23 万円から 15 万円に引き下げ 等）。 

 

【「⑥その他」の具体例】 

○入学料の納入期日について負担のない時期に出願できるよう、出願期日を複数設ける運用を実

施。 

 

（２） 負担軽減策の対象等 1.で①を回答した８3 大学が回答 

【負担軽減策について対応した選抜区分】（複数回答可） 

①一般選抜 ７８ 
②総合型選抜 5０ 
③学校推薦型選抜（附属高等学校等の内部進学者向け） 57 
④学校推薦型選抜（③以外） 56 
⑤その他 2２ 

【負担軽減策を講ずることとした入学者選抜の入学定員合計は、併願可能な入学者選抜の入学定

員のうちどの程度の割合か】 

①ほぼ全てが該当する 5３ 
②５割以上が該当する 14 
③３割以上が該当する 7 
④該当は１割以下 ４ 
⑤その他 5 
合計 8３ 

【令和９年度以降の入学者選抜において、負担軽減策を拡充する予定があるか】 

①拡充予定 3 
②検討中 4６ 
③拡充する予定はない 2４ 
④その他 10 
合計 8３ 
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【負担軽減策を公表している場合、受験生等からの反応】（自由回答） 

○受験生からは「安心して受験計画が立てられます」、保護者からは「助かります」、高校進路指導

部からは「併願校として生徒たちに情報提供します。早々に取り組まれることは学校や生徒にとっ

て好印象」との声がある。（同趣旨のもの多数） 

 

3. 令和 9 年度入学者選抜における具体的な対応状況 １.で②を回答した３９大学が回答（複数回答可） 

①経済的に困難な学生への特段の配慮を行う予定 ２ 
②入学料の納付後、入学辞退の意思表示の時期によって、入学料の全部ま

たは一部を返還する等の対応を行う予定（２月下旬までに辞退した場合
と３月下旬までに辞退した場合に返還額の差を設けるなど、いくつかの時
期に応じて返還額に差を設ける等の場合を含む。） 

2 

③合格者の決定発表後に、入学料の一部を納付することとし、年度内など一
定の時期までに残余の額を納付する等の対応を行う予定 3 

④入学料の納付期限を後ろ倒しにする等の対応を行う予定 4 
⑤入学しない学生の納付する入学料に係る負担軽減の観点からも、入学料

の引き下げを行う予定 1４ 

⑥対応検討中 17 
⑦その他 2 

 

（１） 負担軽減策の対象等 １.で②を回答した３９大学が回答 

【負担軽減策について対応する予定の選抜区分】（複数回答可） 

①一般選抜 19 
②総合型選抜 １３ 
③学校推薦型選抜（附属高等学校等の内部進学者向け） １０ 
④学校推薦型選抜（③以外） １０ 
⑤対応内容検討中 16 
⑥その他 3 

【負担軽減策を講ずることとした入学者選抜の入学定員合計は、併願可能な入学者選抜の入学定

員のうちどの程度の割合か】 

①ほぼ全てが該当する 12 
②５割以上が該当する 3 
③３割以上が該当する 9 
④該当は１割以下 3 
⑤未定 １２ 
⑥その他 0 
合計 39 
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４. 負担軽減を進める上での課題   すべての大学が回答 

【最も重視している課題】 

①受験生への影響 （納付期限の後ろ倒し等により入学辞退者の意思表示
が遅れることに伴う、追加合格等を待つ者の身分が不安定となる期間の
長期化等の影響） 

１６２ 

②入学辞退に伴う入学者確保や、合格者の数の決定への影響 （納付期限
の後ろ倒し等により合格者の入学意思の確認が困難になること等に伴う
入学辞退者が生じた場合の入学者確保や、合格者のうち実際に入学する
意思があると見込まれる受験生の推計と合格者の数の決定への影響） 

46４ 

③追加合格等の実施に係る事務負担（④を除く） 3 
④入学料の返還等を行う場合の返還事務の負担 3３ 
⑤入学料収入の減に伴う大学経営上の影響 1２７ 
⑥その他 14 
⑦特にない ３３ 
合計 836 

【重視している課題（3 つを上限に複数回答可）】 

①受験生への影響 （納付期限の後ろ倒し等により入学辞退者の意思表示
が遅れることに伴う、追加合格等を待つ者の身分が不安定となる期間の
長期化等の影響） 

3６８ 

②入学辞退に伴う入学者確保や、合格者の数の決定への影響 （納付期限
の後ろ倒し等により合格者の入学意思の確認が困難になること等に伴う
入学辞退者が生じた場合の入学者確保や、合格者のうち実際に入学する
意思があると見込まれる受験生の推計と合格者の数の決定への影響） 

７３３ 

③追加合格等の実施に係る事務負担（④を除く） 116 
④入学料の返還等を行う場合の返還事務の負担 3６８ 
⑤入学料収入の減に伴う大学経営上の影響 ４９９ 
⑥その他 ３５ 
⑦特にない ３３ 

 

5. 入学しない学生の納付する入学料に係る負担軽減策として、令和７年度入学者選抜までに講じて

きた取組の具体例（自由回答） 

○令和７年度入学者選抜より、児童養護施設出身者に対しては、「入学しない（辞退）者・入学する

者」にかかわらず入学金はもとより、授業料も含めて無償とする対応を講じている。 

○令和６年度入学生までは 25 万円の入学金であったものを、令和７年度入学生より 5 万円に引き

下げて、本人やご家族の負担軽減を図っている。 

○入学料ではないが、入学検定料の負担軽減策として共通テスト利用入試の無償化、一般入試の学

部・学科併願受験料の無償化を行っている。 

 

 

 


